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⑵ 租税特別措置法第 40 条第６項から第 12項までの規定の適用を受けることの確認書 

受贈法人等が、措法第 40 条第６項から第 12 項までの規定による各届出書（29～43 ページ参照）を

提出する場合には、寄附財産等を引き継ぐ公益法人等が作成した次の書類を添付する必要があります。 

【参考様式】 

 

☞ 寄附財産等を引き継ぐ公益法人等の所在地・

名称・所轄税務署名等を記載してください。 

☞ 寄附財産等の贈与等を行う

受贈法人等の所在地・名称等

を記載してください。 

☞ 寄附財産等を引き継ぐ公益法人等又は寄附財産等の贈与等を

行う受贈法人等が共同受託の公益信託の受託者である場合に、

主宰受託者以外の受託者について記載してください。 

☞ 次の区分に応じて次の数字を記載してください。 

⑴ 措法第40条第６項の規定の適用を受ける場合 （８、29ページ参照）･･･「６」 

⑵ 措法第40条第７項の規定の適用を受ける場合 （８、31ページ参照）･･･「７」 

⑶ 措法第40条第８項の規定の適用を受ける場合 （９、33ページ参照）･･･「８」 

⑷ 措法第40条第９項の規定の適用を受ける場合 （10、35ページ参照）･･･「９」 

⑸ 措法第40条第10項の規定の適用を受ける場合 （11、37ページ参照）･･･「10」 

⑹ 措法第40条第11項の規定の適用を受ける場合 （11、40ページ参照）･･･「11」 

⑺ 措法第40条第12項の規定の適用を受ける場合 （12、42ページ参照）･･･「12」 

 


